
2026年1月26日
会場 ホテルモントレエーデルホフ札幌 12階ベルクホール（札幌市中央区北2条西1丁目）

※駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

定員 80名 ※事前予約制・先着順

北海道銀行ホームページでのお申込または

資産運用コールセンターへご連絡ください。
https://www.hokkaidobank.co.jp/app/event/entry/

お申込み
方法

主催：

ホームページは
こちら

月

円満相続税理士法人 税理士久保 佑紀 氏

大学院で民法・相続税法を専門的に学び、税務と法務の両面から

贈与・相続対策をサポートする実力派税理士

結婚後に勤め始めた税理士事務所で、上司からの勧めを受けて

税理士を志し、実務経験を積みながら資格を取得

現在は相続・贈与に特化した税理士として、数多くの相談者に

寄り添いながら、分かりやすく丁寧な対応で信頼を集めている。

日程

講師

10:00 11:30（開場9:30）

講演内容 ✔相続時精算課税制度と暦年課税の比較

✔税務調査の実情

✔想いを伝えトラブルを防ぐ遺言書作成のメリット など

協力：

北海道銀行 資産運用コールセンター

（＊2を選択願います。）受付時間9：00～17：00（土日祝・年末年始を除く）

フリーダイヤルをご利用いただけない場合 TEL：011-818-1113（有料）

北海道銀行 相続セミナーのご案内

参加
無料

家族と資産をつなぐ
～税制改正で変わる相続と贈与のかたち～

～

https://www.hokkaidobank.co.jp/app/event/entry/

